
電話番号

②成果参考指標の目標（実績）と施策の現状、及びその評価

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位 年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位

目標値 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 目標値

取組目標値 取組目標値

実績値 97.6 実績値

達成率 － 102.8 － － ％ 達成率 － － － － ％

目標値 目標値

取組目標値 取組目標値

実績値 実績値

達成率 － － － － ％ 達成率 － － － － ％

③評価時点での施策目的に対する現状

④総合的な評価

⑤課題の認識

⑥今後の取組みの方向性

評価時点での総合的
な評価

Ａ:順調に進んでいる
Ｂ:概ね順調に進んでいる（見
直す点がある）
Ｃ:あまり順調に進んでいない

①中国5県のバス協会、タクシー協会との協定締結、屋内退避施設等に対する放射線防護設備の整備、避難退域時検査（ｽｸﾘｰﾆ
ﾝｸﾞ）及び簡易除染実施計画の策定など、原子力防災対策の具体化に関する取組を連携して実施。また、2県6市の枠組みによ
る原子力防災訓練を実施。
②原子力防災訓練の一環として、入院患者避難訓練を実施。また、安定ヨウ素剤の事前配布を継続して実施。
③数値目標、定性目標ともに概ね達成できるよう取り組むが、避難に必要な福祉車両等の確保、広域避難先との連携強化、原
子力防災資機材等の計画的な整備、物資の調達・供給方法の検討など、引き続き、原子力防災体制の充実に取り組む必要があ
る。

B

判断

①施策の目的等

施策の名称

（１）平成３１年度
末の施策目的の達成
状況（予測）
Ａ:達成できる
Ｂ:概ね達成できる
Ｃ:達成は困難

判断 その理由（④の「判断」と異なる「判断」の場合のみ記載）

A

（２）施策の目的達
成に向けての課題

①島根原発１号機については、今後の廃止措置の実施について、県として安全協定に基づき適切な対応が必要。
②２号機については、原子力規制委員会の新規制基準適合性確認審査後に、県として安全協定に基づき適切な対応が必要。
③地域防災計画（原子力災害対策編）や広域避難計画等の具体化・充実化のため、引き続き、地域原子力協議会での取組を推進。
④緊急時モニタリングについては、関係機関等と調整しながら、より詳細なモニタリング体制を検討することが必要。
⑤訓練等を通じて、原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関による原子力災害医療体制の実効性を確保する必要がある。
⑥安定ヨウ素剤の事前配布について、更新対象者においても医師による問診が必須であることや郵送による配布ができない等、国による制限が多く、住
民及び自治体の負担が大きい。また、副作用・誤飲に関する補償制度の創設が必要。

①安全協定に基づき、島根原発周辺地域住民の安全確保を図るため、協定を適切に運用していく。
②引き続き国へ制度構築や財政支援を求めながら、国と関係自治体等が連携する島根地域原子力防災協議会の作業部会での検
討を通じ避難対策の充実を図り、環境放射線監視体制、地域防災計画に基づく原子力防災訓練の内容等について不断の見直し
を行う。
③安定ヨウ素剤の備蓄及び事前配布については、関係市等の協力を得て進めていく。

課題解決に向けての
今後の取組みの方向
性

①島根原発1号機については、今後の廃止措置の実施について、安全協定に基づき、適切に確認していく。
②２号機の再稼動については、現在、原子力規制委員会において新規制基準適合性の審査中であり、審査終了後に県民の方々をはじめ、県議会、県安全
対策協議会、原子力安全顧問、松江市や周辺自治体などの意見をよく聴き総合的に判断する。
③原子力災害対策指針の改定など国の対応を踏まえ、必要に応じて地域防災計画や広域避難計画を改定するとともに、避難に必要な車両の確保、住民へ
の情報伝達や避難方法の周知、防災業務従事者の資質向上、原子力防災資機材の計画的な整備、避難行動要支援者等の対応や安定ヨウ素剤の配布、避難
退域時検査（スクリーニング）体制、緊急時モニタリング体制の拡充等を行い、防災体制の充実化を図るとともに、国に対しては、引き続き国の人的、
財政的な支援を求めていく。
④原子力災害医療体制の実効性を確保するための支援、安定ヨウ素剤事前配布のより柔軟な運用等について、関係道府県とともに国への要望を継続す
る。

その理由

施策Ⅱ－１－３　原子力安全・防災対策の充実・強化

原子力発電所周辺地域の環境放射線の測定監視や発電所の運転状況などの把握と情報公開に努めるとともに、万一の原子力災害に備え、防災体制を充実・強化
し、地域住民の安全を確保するとともに安心して暮らせる環境を保全します。

数値目標

成果参考指標の実績
等の補足説明（任意
記載）

①2県6市の枠組みにより、原子力防災対策の具体化に関する取組を連携して実施。また、住民の避難訓練を盛り込んだ原子力防災訓練を実施。
②即時避難が困難な要配慮者が屋内退避する施設等に放射線防護設備を整備。
③可搬型モニタリングポストの改修工事を、島根原発から30km圏内で実施。
④避難退域時検査（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）及び簡易除染実施計画を策定。
⑤１号機については、平成２８年４月に安全協定に基づく廃止措置計画認可申請の事前了解願いがあり、２号機と同様に申請のみ了解を行い、平成29
年4月の認可後、規制委員会等からの、議会や県民などへの審査結果等の説明を受け、7月、最終的に了解。

評価時点で施策目的
に対する現状
（客観的事実・データなどに
基づいた施策の現状や取組状
況）

数値目標

定性目標

平成28年度～平成31年度

①モニタリングポストを増設、拡充した体制で、平常時及び緊急時における環境放射線モニタリングの適切な運用を図る。
②地域防災計画（原子力災害対策編）及び広域避難計画等の具体化・充実化を行う。

事務事業所管部局長
（幹事部局）

防災部長　岸川慎一 5887

①島根原発1号機の廃止措置計画認可申請については、平成29年4月、原子力規制委員会で認可され、7月、県と松江市において最終的に了解。
②２号機の新規制基準適合性確認申請については、安全協定に基づく中国電力からの事前了解願いに対し申請了解し、原子力規制委員会で審査中。
③広域避難計画の実効性向上のため、避難等に必要な車両の調達について、中国5県のバス協会及びタクシー協会との協定を締結。引き続き、「避難者
受入ガイドライン」の策定などの取組を推進し、必要に応じて地域防災計画（原子力災害対策編）や広域避難計画の見直しを実施。
④緊急時モニタリングについては、島根原発から30km圏内に配置した161基のモニタリングポストの運用を含め、より詳細なモニタリング体制の検討
が必要。
⑤県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、原子力災害医療体制の整備を進め、防災訓練等を実施している。
⑥島根県安定ヨウ素剤配布計画に基づき、安定ヨウ素剤の事前配布及び備蓄を進めている。

施策評価シート 評価実施年度： 平成２９年度

原子力防災訓練に参加し
た防災業務関係者の訓練
目的・目標の達成割合

%

目的



（単位：千円）

1 355,555 514,994
原子力安全
対策課長

2 1,533,654 2,345,772
原子力安全
対策課長

3 88,831 223,012
医療政策課
長

4

5

6

7

8

9

10
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27

28
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35
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37
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39

40

原子力安全対策事業

原子力防災対策事業

原子力災害時の医療体制整備

施策Ⅱ－１－３　原子力安全・防災対策の充実・強化

所管課名

施策の名称

前年度
事業費

目的（意図）事務事業名
今年度
事業費

島根原子力発電所周辺住民に対して安全及び安心を確保する

災害医療関係団体に対して島根県災害時医療救護実施要綱（原子力災害対策編）に
基づく防災資機材の整備や医療救護の連携体制の確立を図る

原子力防災訓練に参加した防災業務関係者に対して知識・技術の向上や原子力防災
体制を充実強化する

施策評価シート別紙２（事務事業一覧）


